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    告     示 

和歌山県告示第49号 

 特定非営利活動促進法（平成10年法律第7号）第10条第1項の規定による設立認証の申請があったので、

同条第2項の規定により次のとおり公告する。 

 なお、関係書類は、和歌山県環境生活部県民局県民生活課及び和歌山県ＮＰＯサポートセンターに備え

置いて、平成24年2月27日まで縦覧に供する。 

  平成24年1月20日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 申請年月日 

 平成23年12月26日 

2 名称 

 特定非営利活動法人紀ノ国就労支援センター 

3 代表者の氏名 

 和田安生 

4 主たる事務所の所在地 

 和歌山県和歌山市楠見中248番地 

5 定款に記載された目的 

 この法人は、地域の障害者に対して、障害者自立支援法に基づく就労継続支援事業を行い、社会福祉

に寄与することを目的とする。 

県 章 

発行 和   歌   山   県 

和歌山市小松原通一丁目 1番地 

毎週火、金曜日発行 和歌山県報
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和歌山県告示第50号 

 特定非営利活動促進法（平成10年法律第7号）第10条第1項の規定による設立認証の申請があったので、

同条第2項の規定により次のとおり公告する。 

 なお、関係書類は、和歌山県環境生活部県民局県民生活課及び和歌山県ＮＰＯサポートセンターに備え

置いて、平成24年2月27日まで縦覧に供する。 

  平成24年1月20日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 申請年月日 

 平成23年12月27日 

2 名称 

 特定非営利活動法人わかやまスポーツ伝承館 

3 代表者の氏名 

 板倉徹 

4 主たる事務所の所在地 

 和歌山県和歌山市本町2丁目1番地 

5 定款に記載された目的 

 この法人は、和歌山県に関する競技者・スポーツ文化・歴史・記録を紹介し、子どもの健全育成に努

め、さらには和歌山市の中心市街地の活性化に寄与することを目的とする。 

 

和歌山県告示第51号 

 障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者を次のとおり指

定したので、同法第51条第1号の規定に基づき公示する。 

  平成24年1月20日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

事業所 

番 号 

事業所の 

名  称 
事業所の所在地 

障害福祉

サービス

の 種 類

主たる対象

とする障害

種   別

事業者の

名  称

事業者の主たる 

事務所の所在地 

指 定 

年月日 

指 定 の

有効期限

3010121

022 

ケアサービ

ス喜楽 

和歌山市狐島69

1-17 

居宅介護・

重度訪問介

護 

身体障害者 有限会社き

らく 

和歌山市狐島29

3番地の7 

平成 

24.1.1 

平成 

29.12.31

3010121

014 

ヘルパース

テーション

宝夢 

和歌山市榎原84

-4 

居宅介護・

重度訪問介

護・同行援

護 

身体障害者

知的障害者

障害児 

精神障害者

特定非営利

活動法人和

歌山ケアマ

ネージャー

の会 

和歌山市舟津町

三丁目32番地の

3 パレロワイ

ヤル舟津1階 

平成 

24.1.1 

平成 

29.12.31

3011500

190 

あおいライ

フケア 

有田市箕島861

番地 

居宅介護・

重度訪問介

護・同行援

護 

身体障害者

知的障害者

障害児 

精神障害者

株式会社な

でしこ 

有田市箕島861

番地 

平成 

24.1.1 

平成 

29.12.31

3010100

927 

トータルケ

アサービス 

和歌山市松江東

二丁目1番14号 

同行援護 身体障害者 有限会社ト

ータルケア

サービス 

和歌山市松江東

二丁目1番14号 

平成 

24.1.1 

平成 

29.12.31

3011400

052 

ニチイケア

センター海

南 

海南市名高534-

5 ナビオミカ

サビル2F 

同行援護 身体障害者

障害児 

株式会社ニ

チイ学館 

東京都千代田区

神田駿河台2-9 

平成 

24.1.1 

平成 

29.12.31

3012400 白浜町社会 白浜町十九渕27 同行援護 身体障害者 社会福祉法 白浜町十九渕27 平成 平成 
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036 福祉協議会

白浜事業所 

4番地の1   人白浜町社

会福祉協議

会 

4番地の1 24.1.1 29.12.31

3012300

152 

ＮＰＯ法人

みかん 

新宮市千穂3丁

目4番24号 

同行援護 身体障害者

障害児 

特定非営利

活動法人助

けあいセン

ターみかん

新宮市千穂3丁

目4番24号 

平成 

24.1.1 

平成 

29.12.31

3011610

114 

まごころラ

ンド 

有田市有田川町

下津野807番地1 

行動援護 知的障害者

障害児 

精神障害者

株式会社た

かがきサー

ビスステー

ション 

有田市有田川町

下津野807番地1 

平成 

24.1.1 

平成 

29.12.31

 

和歌山県告示第52号 

 農林水産大臣から次のように保安林の指定をする予定である旨の通知を受けたから、森林法（昭和26年

法律第249号）第30条の規定により告示する。 

  平成24年1月20日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 保安林予定森林の所在場所 伊都郡高野町大字湯川字高野谷520、521、523の15 

2 指定の目的 水源のかん養 

3 指定施業要件 

（1）立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計

画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

 次のとおりとする。 

 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を和歌山県庁及び伊都振興局並びに高野町役場に備え置い

て縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第53号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定した。 

  平成24年1月20日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

指定番号 指 定 位 置 

申 請 者 

住   所 

氏   名 

指定年月日

道    路 

幅  員 延  長 

メートル メートル

3156 岩出市野上野字宮ノ前355

番1の一部 

紀の川市東国分178-1 

ウッディーハート吉本 

代表者 吉本進 

平成 

24.1.10 

5.00 26.02

 

和歌山県告示第54号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定した。 

  平成24年1月20日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

  申 請 者  道    路 
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指定番号 指 定 位 置 住   所 指定年月日 幅  員 延  長 

  氏   名  メートル メートル

3154 有田郡有田川町大字植野字

北内田4番1の一部、4番6の

一部、4番7の一部、6番6、

3番4の一部、3番5の一部、

3番9 

有田郡有田川町大字中井原

13番地2 

温井時男 

平成 

24.1.10 

6.00 

4.50 

37.15

29.45

 

和歌山県告示第55号 

 宅地建物取引業法（昭和27年法律176号）第65条第1項の規定に基づく行政処分について、同法第69条第

1項及び第2項において準用する同法第16条の15第5項の規定により、次のとおり公開による聴聞を行う。 

  平成24年1月20日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 日時 平成24年2月7日（火）午後1時30分から 

2 場所 和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地 

 和歌山県庁本館1階 1-B会議室 

3 被聴聞者（宅地建物取引業者） 

（1）商号 垣内工務店 

（2）代表者氏名 垣内捷作 

（3）事務所所在地 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来206番地 

（4）免許証番号 和歌山県知事（2）第3526号 

（5）免許年月日 平成23年12月11日 

 

和歌山県告示第56号 

 港湾法（昭和25年法律第218号）第39条第1項の規定により、御坊都市計画臨港地区日高港臨港地区内に

おける分区を次のとおり指定する。 

 なお、次の表の別図は、省略し、その図面を県土整備部港湾空港局港湾空港振興課及び日高振興局建設

部に備え置いて一般の縦覧に供する。 

  平成24年1月20日 

日高港港湾管理者和歌山県       

代表者 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

分   区 区    域 面  積 

商港区 御坊市名屋町3丁目、塩屋町北塩屋及び塩屋町南塩屋並びに美

浜町大字濱ノ瀬及び大字田井のうち別図に示す区域 

約10.0ha 

工業港区 御坊市塩屋町南塩屋のうち別図に示す区域 約44.0ha 

漁港区 美浜町大字濱ノ瀬のうち別図に示す区域 約1.8ha 

修景厚生港区 御坊市塩屋町南塩屋及び美浜町大字濱ノ瀬のうち別図に示す区

域 

約3.2ha 

 

和歌山県告示第57号 

 昭和42年和歌山県告示第538号（港湾隣接地域の指定）の一部を次のように改正する。 

  平成24年1年20日 

和歌山下津港港湾管理者 和歌山県   

代表者 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 
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 別表2を次のとおり改める。 

別表2 

和歌山下津港（毛見、琴の浦地区）港湾隣接地域 

基点1 北緯34度09分29秒0475 東経135度10分59秒2151の地点 

基点2 北緯34度09分29秒0230 東経135度10分59秒6014の地点 

基点3 北緯34度09分29秒2462 東経135度10分59秒7520の地点 

基点4 北緯34度09分29秒2640 東経135度11分00秒0037の地点 

基点5 北緯34度09分29秒0941 東経135度11分00秒1011の地点 

基点6 北緯34度09分28秒9926 東経135度11分00秒0816の地点 

基点7 北緯34度09分26秒8743 東経135度11分02秒1946の地点 

基点8 北緯34度09分25秒7893 東経135度11分04秒0716の地点 

基点9 北緯34度09分23秒5615 東経135度11分12秒6982の地点 

基点10 北緯34度09分27秒3438 東経135度11分23秒2547の地点 

基点11 北緯34度09分28秒8696 東経135度11分25秒4111の地点 

基点12 北緯34度09分30秒0967 東経135度11分20秒9101の地点 

基点13 北緯34度09分30秒9137 東経135度11分20秒0769の地点 

基点14 北緯34度09分31秒8721 東経135度11分20秒5580の地点 

基点15 北緯34度09分33秒2979 東経135度11分22秒7357の地点 

基点16 北緯34度09分30秒0673 東経135度11分26秒7982の地点 

基点17 北緯34度09分32秒5810 東経135度11分30秒5789の地点 

 地域の表示 

 基点1から基点17まで順次結んだ線、基点1から247度29分02秒に引いた線、基点17から182度29分01秒に

引いた線及び水際線に囲まれた陸域 

 

和歌山県告示第58号 

 平成21年和歌山県告示第389号（海岸保全区域の指定）の一部を次のように改正する。 

  平成24年1月20日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

 5及び6を次のとおり改める。 

5 基点の表示 

基点1 北緯34度09分29秒0475 東経135度10分59秒2151の地点 

基点2 北緯34度09分29秒0230 東経135度10分59秒6014の地点 

基点3 北緯34度09分29秒2462 東経135度10分59秒7520の地点 

基点4 北緯34度09分29秒2640 東経135度11分00秒0037の地点 

基点5 北緯34度09分29秒0941 東経135度11分00秒1011の地点 

基点6 北緯34度09分28秒9926 東経135度11分00秒0816の地点 

基点7 北緯34度09分26秒8743 東経135度11分02秒1946の地点 

基点8 北緯34度09分25秒7893 東経135度11分04秒0716の地点 

基点9 北緯34度09分23秒5615 東経135度11分12秒6982の地点 

基点10 北緯34度09分27秒3438 東経135度11分23秒2547の地点 

基点11 北緯34度09分28秒8696 東経135度11分25秒4111の地点 

基点12 北緯34度09分30秒0967 東経135度11分20秒9101の地点 

基点13 北緯34度09分30秒9137 東経135度11分20秒0769の地点 

基点14 北緯34度09分31秒8721 東経135度11分20秒5580の地点 



    和歌山県報  第 2323 号 平成 24 年 1 月 20 日（金曜日） 

－ 6 － 

基点15 北緯34度09分33秒2979 東経135度11分22秒7357の地点 

基点16 北緯34度09分30秒0673 東経135度11分26秒7982の地点 

基点17 北緯34度09分32秒5810 東経135度11分30秒5789の地点 

基点18 北緯34度09分29秒8564 東経135度11分30秒4628の地点 

基点19 北緯34度09分26秒5735 東経135度11分23秒7572の地点 

基点20 北緯34度09分23秒0625 東経135度11分16秒8477の地点 

基点21 北緯34度09分26秒2658 東経135度11分33秒7814の地点 

基点22 北緯34度09分24秒9596 東経135度11分37秒0009の地点 

基点23 北緯34度09分24秒9911 東経135度11分38秒2760の地点 

基点24 北緯34度09分26秒7305 東経135度11分45秒0888の地点 

基点25 北緯34度09分27秒4969 東経135度11分47秒1571の地点 

基点26 北緯34度09分26秒4301 東経135度11分47秒3918の地点 

基点27 北緯34度09分24秒1798 東経135度11分38秒2585の地点 

基点28 北緯34度09分24秒2458 東経135度11分36秒7379の地点 

基点29 北緯34度09分24秒8074 東経135度11分33秒6886の地点 

基点30 北緯34度09分20秒9650 東経135度11分14秒4054の地点 

基点31 北緯34度09分20秒4708 東経135度11分12秒5405の地点 

基点32 北緯34度08分54秒2799 東経135度11分03秒9331の地点 

基点33 北緯34度08分53秒9443 東経135度11分07秒1792の地点 

基点34 北緯34度08分56秒7253 東経135度11分54秒8187の地点 

基点35 北緯34度08分58秒1027 東経135度11分57秒7790の地点 

基点36 北緯34度09分04秒6598 東経135度12分03秒6769の地点 

基点37 北緯34度09分06秒3309 東経135度12分04秒2670の地点 

基点38 北緯34度09分10秒9830 東経135度12分04秒0087の地点 

基点39 北緯34度09分11秒5811 東経135度12分02秒4253の地点 

基点40 北緯34度09分23秒8188 東経135度12分01秒6382の地点 

基点41 北緯34度09分23秒8900 東経135度12分02秒8455の地点 

基点42 北緯34度09分24秒7883 東経135度12分01秒8290の地点 

基点43 北緯34度09分26秒9472 東経135度12分00秒6552の地点 

基点44 北緯34度09分26秒9978 東経135度12分02秒1766の地点 

基点45 北緯34度09分26秒8505 東経135度12分13秒8048の地点 

基点46 北緯34度09分29秒3691 東経135度12分14秒1116の地点 

基点47 北緯34度09分31秒4459 東経135度12分14秒1653の地点 

基点48 北緯34度09分31秒4274 東経135度12分15秒4556の地点 

基点49 北緯34度09分29秒2629 東経135度12分15秒4768の地点 

基点50 北緯34度09分28秒7145 東経135度12分15秒7123の地点 

基点51 北緯34度09分27秒5623 東経135度12分17秒2488の地点 

基点52 北緯34度09分26秒4325 東経135度12分17秒3902の地点 

基点53 北緯34度09分26秒6761 東経135度12分19秒4155の地点 

基点54 北緯34度09分25秒2121 東経135度12分19秒2292の地点 

基点55 北緯34度09分23秒0437 東経135度12分14秒3793の地点 

基点56 北緯34度09分22秒9293 東経135度12分08秒1645の地点 

基点57 北緯34度09分21秒1078 東経135度12分06秒0747の地点 

基点58 北緯34度09分05秒8570 東経135度12分06秒9983の地点 
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基点59 北緯34度09分05秒3598 東経135度12分09秒3751の地点 

基点60 北緯34度09分07秒0154 東経135度12分36秒0680の地点 

基点61 北緯34度09分07秒0793 東経135度12分36秒9234の地点 

基点62 北緯34度09分07秒2615 東経135度12分39秒7088の地点 

基点63 北緯34度09分07秒4448 東経135度12分39秒9807の地点 

基点64 北緯34度09分10秒2516 東経135度12分41秒3617の地点 

基点65 北緯34度09分10秒7749 東経135度12分42秒9599の地点 

基点66 北緯34度09分11秒0683 東経135度12分43秒9947の地点 

基点67 北緯34度09分11秒1136 東経135度12分44秒8763の地点 

基点68 北緯34度09分11秒0893 東経135度12分45秒5245の地点 

基点69 北緯34度09分10秒6609 東経135度12分45秒1715の地点 

基点70 北緯34度09分10秒4943 東経135度12分43秒7783の地点 

基点71 北緯34度09分09秒6978 東経135度12分42秒3048の地点 

基点72 北緯34度09分05秒7349 東経135度12分42秒0153の地点 

基点73 北緯34度09分05秒3638 東経135度12分37秒0183の地点 

基点74 北緯34度09分05秒2678 東経135度12分36秒1892の地点 

基点75 北緯34度09分05秒1168 東経135度12分34秒5152の地点 

基点76 北緯34度08分58秒1469 東経135度12分35秒0579の地点 

基点77 北緯34度08分57秒5641 東経135度12分36秒8256の地点 

基点78 北緯34度08分56秒9264 東経135度12分36秒5179の地点 

基点79 北緯34度08分57秒5500 東経135度12分34秒2223の地点 

基点80 北緯34度09分00秒1872 東経135度12分17秒7894の地点 

基点81 北緯34度09分00秒1179 東経135度12分16秒6995の地点 

基点82 北緯34度09分02秒0281 東経135度12分16秒5404の地点 

基点83 北緯34度09分01秒9986 東経135度12分18秒6493の地点 

基点84 北緯34度08分59秒6761 東経135度12分32秒7182の地点 

基点85 北緯34度09分05秒2658 東経135度12分32秒2581の地点 

基点86 北緯34度09分03秒3508 東経135度12分05秒2494の地点 

基点87 北緯34度08分56秒9428 東経135度11分59秒5624の地点 

基点88 北緯34度08分54秒9078 東経135度11分54秒8365の地点 

基点89 北緯34度08分52秒2611 東経135度11分07秒2284の地点 

基点90 北緯34度08分52秒5991 東経135度11分04秒0353の地点 

基点91 北緯34度08分49秒1891 東経135度11分00秒5551の地点 

基点92 北緯34度08分36秒0900 東経135度11分08秒1957の地点 

基点93 北緯34度08分39秒4069 東経135度11分04秒2726の地点 

基点94 北緯34度08分36秒8583 東経135度11分03秒4094の地点 

基点95 北緯34度08分49秒6761 東経135度10分55秒9326の地点 

基点96 北緯34度08分54秒8008 東経135度11分01秒1626の地点 

基点97 北緯34度09分20秒7730 東経135度11分09秒8195の地点 

基点98 北緯34度09分22秒4362 東経135度11分08秒7621の地点 

基点99 北緯34度09分23秒9956 東経135度11分03秒3929の地点 

基点100 北緯34度09分27秒8313 東経135度10分55秒7644の地点 

6 指定区域 基点1から基点100までを順次結んだ線及び基点1と基点100を結んだ線により囲まれた区域 
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    公     告 

    都市計画の案の縦覧の公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第2項において準用する同法第18条第1項の規定により、都

市計画を次のとおり変更しようとするので、同法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に

より公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の案については、縦覧期間満了の日までに、和歌山県に意見書を提出することがで

きる。 

  平成24年1月20日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 都市計画の種類及び名称 

 和歌山都市計画道路（3・3・9号西脇山口線） 

2 都市計画を変更する土地の区域 

 変更する部分 

 和歌山県和歌山市直川字舟渡田、乙貝、野田、須井田、足ノ田 

田屋字高川 

府中字前嶋 

弘西字川心、鬮ノ池、長田 

3 都市計画の案の縦覧場所 

 和歌山県県土整備部都市住宅局都市政策課 

 和歌山市まちづくり局都市計画部都市計画課 

4 縦覧期間 

 平成24年1月23日から平成24年2月6日まで 

    正     誤 

    正     誤 

 平成23年12月27日付け和歌山県報第2318号和歌山県告示第1306号中 

ページ 行目 誤 正 

7 下から10 平成23年 平成24年 

 

    正     誤 

 平成23年12月27日付け和歌山県報第2318号和歌山県告示第1307号中 

ページ 行目 誤 正 

8 下から10 平成23年 平成24年 

 

    正     誤 

 平成24年1月6日付け和歌山県報第2319号目次中 

ページ 行目 誤 正 

1 上から13 保安林予定森林 保安林の指定予定の通知 
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